
1．インボイス制度の概要

～ 知 っ て お き た い 税 務 の 話 第48回

消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）の
概要と登録申請について

税  務
部  屋
の

　令和3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請書の受付が開始されます。
適格請求書等保存方式（以下、インボイス制度）の導入は令和5年10月1日からとなりますが、その前に事業者登録
を行うかどうかの判断が必要です。
　そこで今回はインボイス制度の概要と登録申請の流れについてお話していきます。
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①インボイスとは
　インボイスとは、消費税を含む取引において売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体
的には現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

　売手である登録事業者は買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付し、写しを保管しておく必要があり
ます。買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となり
ます。なお、買手の事業者が簡易課税制度を選択している場合は、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、イ
ンボイスの保存は仕入税額控除の要件ではありません。
②税額計算の方法
　令和5年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、「積上げ計算」又は「割戻し計算」を選択することとなります。

2．適格請求書発行事業者の登録申請
①登録までの流れ
　適格請求書発行事業者となるには「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。
　税務署による審査を経て、登録された場合は登録通知書が交付され、インターネット等で登録番号などの情報が公表され
ます。
　登録申請書は令和3年10月1日から提出が可能で、令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月
31日までに登録申請書を提出する必要があります。
②免税事業者の登録手続
　免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者
を選択するとともに、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書を提出します。
　例えば、個人事業者や12月決算法人が、令和6年1月1日から登録を受ける場合は課税事業者選択届出書を提出するとと
もに、登録申請書を令和5年11月30日までに提出する必要があります。
ただし、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設

けられています。この場合「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。

　売上税額について、「積上げ計算」を選択できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、売上税額を「積上げ計算」により
計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」により計算しなければなりません。 

③免税事業者等からの課税仕入れにかかる経過措置
インボイス制度導入後は、免税事業者等から行った課税仕
入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができま
せんが、制度導入後6年間は、免税事業者等からの課税仕入
れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として
控除できる経過措置が設けられています。

　登録を受けるかどうかは事業者の任意であり、登録を受けると取引相手から求められたときは、インボイスを発行しなけ
ればならず、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、消費税の申告が必要となります。

まとめ
インボイス制度が導入されることにより医療機関にも様々な影響が及びます。
　免税事業者である医療機関においては、企業への集団健康診断・予防接種等の自費診療を行う場合、インボイスを相手
方に交付できないため、企業が委託先を変更する可能性があります。
　課税事業者であり、簡易課税制度を選択していない医療機関では、仕入税額控除のために取引先にインボイスの交付を
依頼する必要があり、取引先がインボイス登録事業者でない場合には取引の継続を検討するケースも出てきます。
インボイス制度への対応については、税理士等へ相談しながら進めていくとよいでしょう。

■例 免税事業者である個人事業者や12月決算の法人が、令和5年10月1日から登録を受ける場合

令和5年12月期

期間

100％控除可能

80％控除可能

50％控除可能

全額控除不可

～令和5年9月30日

令和11年10月1日～

令和5年10月1日～
令和8年9月30日

免税事業者等から行った
課税仕入れの仕入税額控除

令和8年10月1日～
令和11年9月30日

令和6年12月期

免税事業者

登録申請書の提出期限
（令和5年3月31日）

登録日
（令和5年10月1日）

※登録日以降は課税事業者となるため、
　消費税の申告が必要です。

⇧ ⇧
適格請求書発行事業者
（課税事業者）

適格請求書発行事業者
（課税事業者）

【積上げ計算】
インボイスに記載した消費税額等を積上げて売
上税額を算出する方法
（適格請求書発行事業者のみ可）

【割戻し計算】（原則）
課税期間中の売上を税率ごとに区分した合計額
から、それぞれ割戻して売上税額を計算する方法

売上税
【積上げ計算】（原則）
インボイスに記載された消費税額等を積上げて
仕入税額を算出する方法
（適格請求書発行事業者のみ可）

【割戻し計算】
課税期間中の仕入を税率ごとに区分した合計額
から、それぞれ割戻して仕入税額を計算する方法

仕入税

■現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較

1   ● ● ● Vol.68 ● ● ●23Vol.68

●区分記載請求書（現行） ～令和5年9月

請求書
○○クリニック御中

○年○月分

※は軽減税率対象

○月○日　○○　　　22,000円
○年○日　○○　※　10,800円

合計　　　32,800円
（10％対象　22,000円）
（8％対象　10,800円）

(株)○○

●インボイス 令和5年10月～

請求書
○○クリニック御中

○年○月分

区分記載請求書に以下の事項を追加で記載
①登録番号
②適用税率
③税率ごとに区分した消費税額等※は軽減税率対象

○月○日　○○　　　22,000円
○年○日　○○　※　10,800円

合計　　　32,800円
10％対象　22,000円 内税　2,000円
8％対象　10,800円 内税　　800円

(株)○○（T1234…）
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